
１ 法令の見直し
○ 一括見直しプラン別表２（継続検討リスト）に掲載されている「残りの約1000条項」及び

各省庁から追加で提出があったものを中心とする「追加の約2000条項」については、現在

見直しの方針について各省庁と調整中

○ 当該調整の結果を踏まえ、８月下旬～９月上旬頃を目途に、各省庁へ「見直し工程表」の

作成作業を依頼する予定

○ 各省庁においては、一括見直しプラン別表１（方針確定リスト）に掲載されている条項も

含め、見直し対象とされた全条項に係る「見直し工程表」を作成し、９月末までに事務局へ

素案を提出

○ 各省庁との調整、作業部会での検討等を経て、年内に「見直し工程表」の内容を確定させ

る予定

○ 上記のほか、法改正が必要な内容について精査を実施

２ 通知・通達等の見直し
○ 先行７項目に該当すると思われる通知・通達等について、事務局においてリストアップ作

業を実施中

○ 本年秋頃を目途に各省庁との調整を開始し、年内に点検対象の通達のリストを確定させる

予定

○ 上記リストアップ作業と並行して、令和４年中に見直しが可能な通知・通達等の選定を実

施中

○ 当該通知・通達等についても、本年秋頃を目途に各省庁へ見直しの依頼を行う予定

デジタル臨調の取組の現状と今後の予定（１）



３ テクノロジーマップの作成
○ 本日の作業部会にて、テクノロジーマップ整備に向けた検討体制を提示

○ ９月上旬以降、作業部会の下に「テクノロジーマップ整備に向けた技術検証・評価ワー

キング・グループ」（技術検証・評価ＷＧ）を開催。横断的な規制の見直しに活用可能

なデジタル技術を整理し、テクノロジーマップや技術カタログの試行版を作業部会に提

示予定

○ あわせて、技術的実証に係る情報の周知、規制の見直しに活用可能な技術等の提案、検

討等を促進するため、コンソーシアムを組成

４ 法令等のデジタル原則適合性確認の体制・プロセスの構築
○ 令和４年度内に詳細設計を行うこととしており、現在デジタル庁において検討を実施

○ 令和５年夏にデジタル原則に係る具体的な指針を策定し、令和６年常会提出法律案のう

ちから試行的にデジタル原則適合性確認プロセスの立法プロセス等への組込みを実施予定

５ 年内の作業部会における検討内容
○ 各省庁が見直し工程表の素案を提出する９月末までの作業部会においては、主に個別の

規制の見直しに係る所管省庁からのヒアリング等を実施する予定

○ その後の作業部会（10月～12月）では、主に各省庁から提出のあった「工程表の素案」

についての検討等を実施する予定

○ 上記のほか、個別の通知・通達等の見直しに係るヒアリングや、主要な経済界要望への

対応、デジタル法制、テクノロジーマップの整備等に関する報告等を実施する予定

デジタル臨調の取組の現状と今後の予定（２）



2022（R4）年 2023（R5）年 2024（R6）年 2025（R7）年

集中改革期間７月 ６月 12月

見直し工程表の
作成・公表

【各府省庁・事務局】

一括的な法改正の検討と具体化
【各府省庁・事務局】

政省令の改正
【各府省庁】 ※随時

12月

通知通達等の
見直し方針検討・改正
【各府省庁・事務局】

見直し方針の検討・改正
【各府省庁・事務局】

早期に改正可能な通知通達等につ
いては、先行的に改正に着手

関係者・ベンダー等とシステム整備の検討
【各府省庁・デジタル庁】

システム整備
【各府省庁・デジタル庁】

第Ⅰ期・技術的検証等（１年間）
【各府省庁・事務局】

第Ⅱ期・技術的検証等（１年間）
【各府省庁・事務局】
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3

整備方針を中長期
計画 に記載・公表
【各府省庁・デジタル庁】

通知通達等の
リスト作成

【各府省庁・事務局】

検証スキームの検討・実施
【各府省庁・事務局】

６月

R5常会 R6常会 R7常会

法令のデジタル正本提供の機能実装・実証実験
【事務局・各府省庁】

法令のデジタル正本提供の
実証実験に向けた検討等
【事務局・各府省庁】

立法プロセスへの順次組み込み
【事務局・各府省庁】

法令のデジタル原則適合性を判断するための「指針」の策定
【事務局・各府省庁】

助言・フォローアップ等【事務局】
地方向けマニュアル作成・

公表【事務局】
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※法令等のデジタル原則適合性の
確認プロセス等に係るスケジュー
ルの詳細は次ページに記載

※

※ 「中長期的計画」とは、各府省庁が、今後五か年における情報システムに係る取組等の基本的な方針等を記載した計画

９月末までに全ての見直し対象条項
について工程表素案を提出

必要に応じて更なる通知通達等の改正※随時

主な経済界要望の類型化・先
行事例構築・公表
【各府省庁・事務局】

左記以外の主な経済界要望の類型化・
先行事例構築・公表【各府省庁・事務局】

先行事例を踏まえた見直しの展開 【各省庁・事務局】

デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しのスケジュール
（一括見直しプラン別紙に掲載されたスケジュール）


